
令
和
８
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
（
重
点
項
目
）

Ⅰ
税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方

・
物
価
高
対
策
や
低
所
得
者
対
策
は
消
費
税
減
税
で
対
応
す
る
の
で
は
な
く
、
真
に
支
援
が
必
要
な
人
に
限
定
し
た
給
付
措
置
が

望
ま
し
い
。

・
大
規
模
な
自
然
災
害
や
新
た
な
感
染
症
の
拡
大
等
、
有
事
の
際
に
機
動
的
な
財
政
出
動
を
可
能
に
す
る
た
め
に
財
政
健
全
化
は

必
要
な
取
り
組
み
で
あ
る
。

・
事
業
主
へ
の
過
度
な
保
険
料
負
担
を
抑
制
し
、
配
偶
者
控
除
や
第
３
号
被
保
険
者
制
度
の
問
題
を
含
め
、
税
制
と
社
会
保
障
を

一
括
し
て
議
論
。

・
行
政
改
革
を
徹
底
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
を
含
め
た
政
府
・
議
会
自
ら
が
「
ま
ず
隗
よ
り
始
め
よ
」
の
精
神
に
基
づ
き
、

率
先
し
て
身
を
削
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ⅱ
経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

【
中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る

税
制
措
置
】

・
中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率

の
特
例

15
％
を
本
則
化
、
適
用
所
得

金
額
を

1,
60

0万
円
程
度
に
引
き
上
げ

・
中
小
企
業
の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活

性
化
に
資
す
る
税
制
措
置
の
拡
充
と

本
則
化

・
償
却
資
産
に
対
す
る
固
定
資
産
税
は
、

廃
止
を
含
め
て
見
直
し

・
中
小
企
業
の
事
務
負
担
、
納
税
協
力

コ
ス
ト
は
年
々
増
加
し
て
い
る
の
で
、

負
担
軽
減
を
図
る

【
事
業
承
継
税
制
の
拡
充
】

・
事
業
継
続
に
資
す
る
相
続
は
、
事
業

従
事
を
条
件
に
他
の
一
般
資
産
と
切

り
離
し
、
非
上
場
株
式
を
含
め
て
事

業
用
資
産
へ
の
課
税
を
軽
減
あ
る
い

は
免
除
す
る
、
本
格
的
な
事
業
承
継

税
制
の
創
設

・
取
引
相
場
の
な
い
株
式
の
評
価
を
見

直
す
に
あ
た
っ
て
は
、
上
場
株
式
と

異
な
り
換
金
性
に
乏
し
い
点
な
ど
も

総
合
的
に
考
慮
す
る

・
相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度

の
一
般
措
置
の
適
用
要
件
を
大
幅
に

緩
和

【
消
費
税
へ
の
対
応
】

・
免
税
事
業
者
等
か
ら
の
課
税
仕
入
れ

に
係
る
経
過
措
置
（
８
０
％
控
除
可

能
）
の
延
⾧

・
小
規
模
事
業
者
に
対
す
る
納
税
額
に

係
る
負
担
軽
減
措
置
（
２
割
特
例
）

の
延
⾧

国
税
用



                                    【国税用】 

[過去１０年間の主な提言事項] 

 

平成２８年度税制改正に関する提言 

 〇消費税１０％までは単一税率を維持 

 〇法人実効税率２０％台の早期実現と軽減税率１５％の本則化及び適用所得金額の引上げ 

 〇事業承継税制の拡充 

平成２９年度税制改正に関する提言 

 〇中小法人の軽減税率１５％の本則化と適用所得金額の引上げ 

 〇中小企業の経済活性化に資する措置の拡充と本則化 

 〇事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設 

平成３０年度税制改正に関する提言 

 〇中小法人の軽減税率１５％の本則化と適用所得金額の引上げ 

 〇中小企業の経済活性化に資する措置の拡充と本則化 

 〇事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設 

平成３１年度税制改正に関する提言 

 〇中小法人の軽減税率１５％の本則化と適用所得金額の引上げ 

 〇中小企業の経済活性化に資する措置の拡充と本則化 

 〇事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設 

令和２年度税制改正に関する提言 

 〇中小法人の軽減税率１５％の本則化と適用所得金額の引上げ 

 〇中小企業の経済活性化に資する措置の拡充と本則化 

 〇事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設 

令和３年度税制改正に関する提言 

 〇雇用と事業と生活を守るための支援策を引き続き講じること 

 〇コロナの収束を見据えつつ、日本経済の迅速な回復に向けた施策を講じること 

 〇コロナ収束後は本格的な歳出・歳入の一体的改革に入れるよう準備を進めること 

令和４年度税制改正に関する提言 

 〇中小法人の軽減税率１５％の本則化と適用所得金額の引上げ 

 〇事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設 

 〇消費税軽減税率制度についての見直し 

令和５年度税制改正に関する提言 

 〇中小法人の軽減税率１５％の本則化と適用所得金額の引上げ 

 〇事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設 

 〇消費税軽減税率制度についての見直し、インボイス制度の弾力的対応 

令和６年度税制改正に関する提言 

 〇中小法人の軽減税率１５％の本則化と適用所得金額の引上げ 

 〇事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設 

 〇消費税軽減税率制度についての見直し、インボイス制度の弾力的対応 

令和７年度税制改正に関する提言 

 〇中小法人の軽減税率１５％の本則化と適用所得金額の引上げ 

 〇事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設 

 〇消費税軽減税率制度についての見直し、インボイス制度の環境整備と弾力的対応 


